
射水市教育振興基本計画
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豊かな人間性と創造性を備えた、たくましい人材の育成、

射水市を担い、様々な分野で活躍できる人づくり  

国の教育振興基本計画の改定や富山県の計画策定を受け、本市

総合計画の方向性を踏まえつつ、中長期的な視点から取り組むべ

き教育施策の全体像、体系を明らかにし、教育の総合的かつ計画

的な推進を図るための指針として「射水市教育振興基本計画」を

策定しました。 

 計画期間は、概ね１０年を見通しながら、平成２７年度から 

３１年度までの５年間としています。 

 
 

 □基本理念 

 

 

 

 

 
 

今後も教育を取り巻く社会環境は大きく変化すると予想されます。それに対応するには、

「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」の知・徳・体を基盤とした「生きる力」を身

に付けることが重要となります。 

本市では、「生きる力」を「豊かな人間性と創造性を備え、たくましく生きることのでき

る力」として捉え、人が持つ可能性を最大限引き出し、将来にわたって射水市を担ってい

く人々を育てるとともに、国内・国外の様々な分野で活躍できる人づくりを基本理念に掲

げて教育施策を展開していきます。 

 

□４つの基本目標 

将来を担う子どもたちをはじめ、市民誰もが笑顔にあふれ、夢と希望に満ち、いきいき

と輝く「きららか射水」を創造します。

 

① 自他ともに認め合い、豊かな心を築く、きららか射水 
社会を生きるためには、自分に自信を持つことが重要になります。自己肯定感を

高めるなど、自他の敬愛と協力を大切にしながら、創造性や豊かな情操と道徳心を

培います。 

② 果敢にチャレンジし、生き抜く力を育む、きららか射水 
夢や目標に向かって、粘り強く努力することは大切なことです。各分野に興味・

関心を有する子どものすそ野を拡大し、その才能を見いだして、チャレンジ精神や

創造性などを一層伸ばします。 

③ ふるさとを愛し、健やかな心と体を育てる、きららか射水 
ふるさとを愛することは、射水の絆づくりとコミュニティの育成に重要なことで

す。射水で育ったことに誇りを持ち、健康でたくましい心と体を養います。 

④ 学校、家庭、地域が一体となって歩む、きららか射水 
子どもは、家庭で育て、学校で鍛え、地域で磨くことによって成長すると言われ

るように、それぞれが役割を果たし、一体となって育てることが大切です。学校、

家庭、地域並びに関係機関が協力・連携して、子どもたちの健やかな成長を社会全

体で支える体制をつくります。 

教育の目標 

計画の策定

にあたって 
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□施策の体系 

○基本理念 

 

 

 

 

 

 

○基本目標 

 

 

 

 

  

 

  
   

 

○基本的施策 

 

 

 

  

⑴ 確かな学力の定着 

⑵ 心身ともに健やかな子どもの育成 

⑶ 特別支援教育の充実 

⑷ 郷土愛を育む教育の推進 

⑸ 安全教育の推進 

⑹ グローバル人材育成のための基盤づくり 

⑺ 信頼される教育の推進 

⑻ 幼児教育の充実 

⑼ 学校施設の整備推進 

⑽ 家庭における教育の充実 

 
豊かな人間性と創造性を備えた、たくましい人材の育成、 

射水市を担い、様々な分野で活躍できる人づくり 

⑾ 地域における教育の充実 

⑿ 生涯学習推進体制の充実  

⒀ 生涯学習関連施設の充実 

⒁ 芸術文化活動の推進  

⒂ 芸術文化施設の充実 

⒃ 文化財の保存と活用 

⒄ スポーツ・レクリエーション活動の推進  

⒅ スポーツ・レクリエーション施設の整備 
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目標の実現に向けた方策を 18 項目の基本的施策にまとめ、

展開していきます。 

 

 

 

(1) 確かな学力の定着【主な取組】 

 
〈参考指標〉 

指標名 説明 
現況 

（基準年度）

目 標 

平成 31 年度 平成 36 年度 

「授業がよくわかる」児童

生徒の率 

各小中学校で児童生徒

に実施するアンケート

で「当てはまる」「どち

らかといえば当てはま

る」と答えた児童生徒

の率 

小学校 93.3％

中学校 79.8％

(平成 26 年度)

１００％ １００％ 

家庭学習の１日当たり時

間が「１０分間×学年」以

上の児童生徒の率 

各小中学校で児童生徒

に実施するアンケート

で「当てはまる」「どち

らかといえば当てはま

る」と答えた児童生徒

の率 

小学校 86.4％

中学校57.5％

 (平成 26年度)

１００％ １００％ 

学校図書館の図書整備率 

文部科学省が学校規模

ごとに定めた、蔵書の

目標数に対する達成割

合 

小学校 94.9％

中学校 92.8％

(平成 25 年度)

１００％ １００％ 

年間１人当たりの学校図

書館での貸出冊数 

児童生徒が１年間に学

校図書館で借りた冊数

小学校55.3冊

中学校 7.4 冊

(平成 25 年度)

増加 増加 

 

 

 

 

 

 

 

施策の展開 

(18 施策) 

・射水市の児童生徒の学力向上を目的とし、その企画・運営・研究推進の中心と

なる組織として学力向上委員会を設置し、学力の向上を図ります。 
・補充的な学習体制の整備として、長期休業中及び土曜日授業の在り方について

研究します。 
・学力向上プランの指定を行い、小中学校が連携して学力向上に取り組みます。

＊授業の様子 
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(2) 心身ともに健やかな子どもの育成【主な取組】 

※1 学級診断尺度調査（Ｑ-Ｕ調査）：学校生活における児童・生徒個々の意欲や満足感、及び学級集団の

状態を質問紙によって測定する調査 
 

〈参考指標〉 

指標名 説明 
現況 

（基準年度）

目 標 

平成 31 年度 平成 36 年度

「自分には、よいところが

あると思う」児童生徒の率 

全国学力・学習状況調

査で「当てはまる」「ど

ちらかといえば当ては

まる」と答えた児童生

徒の率 

小学校 84.1%

中学校 75.1%

(平成 25 年度)

１００％ １００％ 

不登校児童生徒件数 

年間３０日以上欠席し

た児童生徒のうち、病

気や経済的な理由の者

を除いた人数 

小学校３２人

中学校８９人

(平成 25 年度)

減少 減少 

暴力行為の発生件数 

学校内外で発生した児

童生徒による暴力行為

の件数 

小学校７件 
中学校７件

(平成 25 年度)
減少 減少 

いじめの解消率 

いじめ認知件数に対

し、当該年度にいじめ

が解消しているものの

率 

小学校 97.8%

中学校 96.4%

(平成 25 年度)

１００％ １００％ 

すこやか教室参加率 

小児生活習慣病予防検

診で「要医療」「経過観

察」に該当する児童の

うち「すこやか教室」

に参加した率 

２６％ 
(平成 25 年度)

増加 増加 

朝ごはんを毎日食べて 

くる児童生徒の割合 

朝ごはんを毎日食べて

くる児童生徒の割合 

小学校99.3%
中学校 98.2%
(平成 25 年度)

１００％ １００％ 

地場産食材使用率 

給食における射水市産

食材及び富山県内産食

材の使用料（金額ベース）

射水市産 17.8%
富山県産 42.0%
(平成 25 年度)

増加 増加 

・児童生徒理解のため、学級診断尺度調査（Ｑ-Ｕ調査）※1を積極的に活用します。

・射水市児童生徒サポートネットワーク連絡協議会やいじめ防止フォーラム等を

開催し、家庭や地域とともにいじめや問題行動の防止や自己肯定感の醸成に取

り組みます。 

・学校における子どもの権利についての学習機会の充実に努めます。（射水市子ど

も条例を扱った道徳教材の開発等） 

・地域のスポーツ人材を小・中学校の体育・保健体育の授業に派遣し、児童生徒

の体力の向上を図ります。 

・児童生徒、保護者や教職員の悩み、不安等の心の問題を改善、解決するため相

談員体制の充実を図ります。 

・児童生徒の「食」への関心と理解を深め、望ましい食習慣が身に付くよう、家

庭や地域と連携をしながら取り組みます。 
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(3) 特別支援教育の充実【主な取組】 

 

 

(4) 郷土愛を育む教育の推進【主な取組】 

 

 

(5) 安全教育の推進【主な取組】 

 

 

(6) グローバル人材育成のための基盤づくり【主な取組】 

 

※2 ＩＣＴ：情報通信技術(Information and Communication Technology)の略であり、コンピュータやイ

ンターネットを利用した技術 

＊外国語活動指導員による授業 

＊ふるさと学習（鴨川探検） 

＊防災訓練に参加 

・支援を要する児童生徒の見守り、支援のため学習サポーターを配置します。 

・特別支援教育に係る教職員研修の充実に取り組みます。 

・地域の自然や人、歴史等を直接見たり体

験したりできる「ふるさと」の教材化を

進めます。 

・環境教育の 3つの視点（環境から学ぶ、

環境について学ぶ、環境のために学ぶ）

に立ち、各教科等の目標や内容を検討

し、環境教育に位置付けます。 

・ 防災に関する知識や適切な行動が身に付く

よう、緊急地震速報受信システムや防災教育

教材等を活用した安全教育を実施します。 

・通学路危険箇所の合同点検を道路管理者、

警察、学校及び地域の方と実施します。 

・タブレット端末など新たなＩＣＴ※2機器の

導入について検討するとともに教室内に

おける無線ＬＡＮ(Local Area Network)の

設置について、調査研究します。 

・生きた英会話を体験するとともに国際理解

を深めるため「イングリッシュキャンプ」

を実施します。 
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(7) 信頼される教育の推進【主な取組】 

 

〈参考指標〉 

指標名 説明 
現況 

（基準年度）

目 標 

平成 31 年度 平成 36 年度 

マイスター教員の任命 
毎年マイスター教員に

任命される教員数 

小学校3名

中学校4名

(平成 26 年度)

２１名 ３０名 

＊毎年指導力に優れた教員をマイスター教員として任命するが、再任も可 

 

 

(8) 幼児教育の充実【主な取組】 

 
※3 幼保連携型認定こども園：認可幼稚園と認可保育所とが連携して就学前の子どもに教育・保育・子育

て支援を一体的に提供する施設 

 

 

(9) 学校施設の整備推進【主な取組】 

 

 

  

＊集団の中で楽しく遊ぶ園児 

・学校行事等の機会や学校だより等を通して、教育活動を保護者や地域に積極的

に情報発信します。 

・高い専門性と実践的指導力を有し、児童生徒のために優れた教育活動を実践し

ている教員を「マイスター教員」として認定し、その優れた実践的指導力等を

伝授します。 

・幼稚園、保育園等及び小学校が、交流活動

を指導計画に位置付けたり、子どもの発達

や対応に関する情報を共有したりすること

など、教育内容等について相互の連携を充

実します。 

・地域のニーズ等を踏まえ、幼保連携型認定

こども園※3の設置を推進します。 

・老朽化している学校施設の計画的な改修や長寿命化に向けた保全に取り組みま

す。 

・少子化による地域の実情を踏まえながら、児童・生徒数の変化に伴う学校の通学

区域や統廃合の検討をしていきます。 
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・地域の特色に応じた生涯学習の促進、活動支援

の推進を図ります。 

・生涯学習の普及・奨励等に関する広報活動の充

実を図ります。 

・生涯学習推進委員の研修機会の充実を図ります。

・生涯学習フェスティバル等、発表の場の提供を

図ります。 

・学校・大学等の教育関係機関や企業との連携強

化を図ります。 

(10) 家庭における教育の充実【主な取組】    

 

〈参考指標〉  

指標名 説明 
現況 

（基準年度）

目 標 

平成 31 年度 平成 36 年度 

放課後子ども教室等 

参加率 

放課後子ども教室及び土

曜学習推進事業に参加す

る子どもの割合 

18.0％ 

(平成２５年度)
19.0％ 20.0％ 

家庭教育に関する講座･

学習会の参加者数 

次の 3事業の参加者数 

・子育て井戸端会議 

・家庭教育支援講座 

・家庭教育アドバイザー※4

スキルアップ研修会 

971 人 

(平成２５年度)
1,050 人 1,100 人 

親を学び伝える学習 

プログラムの参加率 
小中学校の合計参加者率 

34.5％ 

(平成２５年度)
42.0％ 50.0％ 

 
※4 家庭教育アドバイザー：家庭教育に関わる相談やアドバイスを行うために、専門の養成講座を修了さ

れた方 
 

 

(11) 地域における教育の充実【主な取組】 

 
 

(12) 生涯学習推進体制の充実【主な取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・子育て井戸端会議、じいちゃんばあちゃんの孫育て談義、親を学び伝える学習 

プログラムなど家庭教育に関する学習機会や相談機会の充実を図ります。 

・地域人材を活用した放課後子ども教室・土曜学習推進事業の推進を図ります。 

・地域振興会のネットワークの活用、及びＰＴＡや子どもの健全育成支援団体など

の社会教育団体と行政が連携した体制の充実を図ります。 

・ボーイスカウトやガールスカウト等の青少年団体の支援・育成を図ります。 

・少年育成センターを拠点とした非行防止活動及び有害環境浄化活動の推進を図り

ます。 

・青少年の健全育成に関する市民の意識啓発の推進を図ります。 

＊放課後子ども教室 
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・音楽、絵画、演劇等の鑑賞や体験機会の充実を図ります。 

・小杉焼や人間国宝石黒宗麿作品、郷倉千靱画伯をはじめとする本市ゆかりの作家

等の調査研究と作品及び関係資料を収集し、様々な機会を捉え工夫を凝らした公

開を図ります。 

・市民ニーズに沿った自主事業や施設の個性・特徴を生かした企画展を開催します。

・芸術文化活動の指導者や芸術文化団体の育成、支援及び活性化を図ります。 

・既存施設の有効活用による所蔵品や資料の収集、常設展示の充実を図ります。 

・県内外の芸術文化施設との連携強化、ネットワーク化による展示機能の充実を図

ります。 

・施設の計画的な整備・改修を図ります。 

(13) 生涯学習関連施設の充実【主な取組】 

 

〈参考指標〉 

指標名 説明 
現況 

（基準年度）

目 標 

平成 31 年度 平成 36 年度 

中央公民館の年間延べ利

用者数 

中央公民館の延べ利用

者数 

16,623 人

(平成２５年度)
17,500 人 18,300 人

生涯学習講座の年間延べ

受講者数（コミュニティセ

ンター27 館） 

コミュニティセンター

27 館で実施した生涯学

習事業の合計述べ利用

者数 

36,833 人

(平成２５年度)
41,000 人 43,000 人

生涯学習講座の年間延べ

開催回数（コミュニティセ

ンター27 館） 

コミュニティセンター

27 館で実施した生涯学

習事業の合計開催回数

796 回 

(平成２５年度)
830 回 850 回

市民１人当たりの図書貸

出冊数（5館） 

１年間に市民１人当た

りが借りた図書冊数 

5.7 冊 

(平成２５年度)
6.0 冊 6.3 冊

 

 

(14) 芸術文化活動の推進【主な取組】 

 

 

 

 

 

 

 
 

〈参考指標〉 

指標名 説明 
現況 

（基準年度） 

目 標 

平成 31 年度 平成 36 年度 

主要文化施設入館者数 
文化施設の年間

入館者数 

285,051 人 

(平成２５年度) 
305,000 人 317,000 人

 
 

(15) 芸術文化施設の充実【主な取組】 

 

 
 
 
 

・「生涯学習の場」、「地域づくりの場」、「市民交流の場」であるコミュニティセン

ターとして、より効果的・効率的な運営と利用の促進を図ります。 

・生涯学習の拠点施設として、中央公民館のより効果的・効率的な運営と利用の推

進を図ります。 
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・各種文化財の調査・研究による上位の文化財指定を目指し、適切な保存継承を図

ります。 

・竹内源造記念館や小杉展示館を核に情報発信や交流の場として活用し、歴史と文

化が薫るまちづくり事業に取り組み、魅力を全国に発信します。 

・指定文化財をデジタル化や刊行物に記録し、次代に継承するとともに、新湊博物

館が収蔵する石黒信由関係資料等の文化財の展示紹介を通じて、子どもから大人

まで広く市民に文化財保護意識を高めます。 

・総合型地域スポーツクラブ※5を始め、住民、スポーツ関係団体、企業、大学、 

行政等が連携した特色あるスポーツ環境づくりを推進します。 

・トップアスリートとふれあえる大会の誘致・開催支援に取り組みます。 

・地域スポーツの推進役として、質の高い指導者への育成と支援を図ります。 

・施設の安全な利活用のための整備を推進します。 

(16) 文化財の保存と活用【主な取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

〈参考指標〉 

指標名 説明 
現況 

（基準年度）

目 標 

平成 31 年度 平成 36 年度 

指定文化財及び登録有形

文化財の件数 

 

国・県・市のいずれか

の指定に該当した文化

財数と国の登録文化財

として原簿登録した文

化財数の合計 

１４０件 

(平成 25 年度)
１４１件 １４２件 

 

(17) スポーツ・レクリエーション活動の推進【主な取組】 

 

 

 

 

 

※5 総合型地域スポーツクラブ：住民が身近な地域でスポーツに親しむことができるスポーツクラブで、

世代を超え、様々なスポーツにそれぞれの志向・レベルに合わせて参加することができ、地域住民が主体

となり運営している。 
 

〈参考指標〉 

指標名 説明 
現況 

(基準年度) 

目 標 

平成 31 年度 平成 36 年度 

総合型地域スポーツクラブ

会員加入率 

クラブ入会者数 

／射水市人口 

４.５％ 

(平成２４年度)
４.８％ 

５％ 

(平成 35 年度)

成人のスポーツ実施率 
週１回以上スポーツを

実施する成人の割合 

３１.１％

(平成２４年度)
５０％ 

６５％ 

(平成 35 年度)

全国大会等の出場選手率

(国体、全国障害者大会、高校総体) 
射水市選手数／富山県選手数

６.３％ 

(平成２４年度)
８％ 

９％ 

(平成 35 年度)

スポーツ指導者数 

(公財)日本体育協会に

登録している公認スポ

ーツ指導者数 

１２４人 

(平成２４年度)
１４０人 

１５０人 

(平成 35 年度)

    （平成 24 年度）、（平成 35 年度）は射水市スポーツ推進計画の現況、目標値 

 

(18) スポーツ・レクリエーション施設の整備【主な取組】 
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１ 計画の実効性の確保 

本計画の基本施策で掲げた主な事業等について、地方教育行 

政の組織及び運営に関する法律に基づく有識者の知見の活用  

を図りながら、その取組状況と達成状況を点検・評価し報告 

書を策定します。 

 

 

２ 計画の周知と各種情報の収集・発信 

計画に掲げた基本理念や基本目標などが教育関係者や保護者をはじめ市民に幅広く

理解されるよう、概要版の作成、広報紙及びホームページなどを活用して、内容の周

知を図ります。 

また、各種施策・事業の実施に当たり、市民や関係機関・各種団体との協働による

取組が必要であるため、教育に関する施策について、情報の収集・発信を図り、ニー

ズの把握・反映に努めます。 

 

３ 市長等関係部局との連携 

近年の教育行政においては、福祉や環境、地域振興などの一般行政との密接な連携

が一層必要となっていることから、本計画における施策を総合的に推進していくため、

庁内における関係部局の緊密な連携を図ります。 

また、市長と教育委員会で構成する総合教育会議において協議・調整し、教育政策

の方向性を共有することで、より効果的で厚みのある施策展開を図るとともに、総合

教育会議を活用した教育委員会の活性化に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の推進

に向けて 

＊教育現場（授業）の視察 ＊学校訪問で校長と意見交換 
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